
産 業 都 市 委 員 会 

平成３０年６月２２日 

墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
別表第１ 

名 称 区 域 

東京都市計画両国南

地区地区整備計画区

域 

～東京都市計画押

上・業平橋駅周辺

地区地区整備計画

区域 

〔略〕 

東京都市計画文花二

丁目南地区地区整備

計画区域 

平成３０年墨田区告示第２０９号に定

める東京都市計画文花二丁目南地区地

区計画の区域のうち、地区整備計画が

定められた区域 
 

別表第２ 
地区整備計画区域の名称 地区の名称 区 域 

東京都市計画亀沢地

区地区整備計画区域 

～東京都市計画押 

 上・業平橋駅周辺

地区地区整備計画

区域 

〔略〕 

東京都市計画文花二

丁目南地区地区整備

計画区域 

東京都市計画文花

二丁目南地区地区

整備計画区域もの

づくり研究開発地

区 

平成３０年墨田区

告示第２０９号に

定める東京都市計

画文花二丁目南地

区地区整備計画区

域のうち、ものづ

くり研究開発地区

に定められた地区 

東京都市計画文花

二丁目南地区地区

整備計画区域墨１

１４号線沿道地区 

平成３０年墨田区

告示第２０９号に

定める東京都市計

画文花二丁目南地

区地区整備計画区

域のうち、墨１１

４号線沿道地区に

定められた地区 

東京都市計画文花

二丁目南地区地区

整備計画区域明治

通り沿道地区 

平成３０年墨田区

告示第２０９号に

定める東京都市計

画文花二丁目南地

区地区整備計画区

域のうち、明治通

り沿道地区に定め

られた地区 
 

別表第３ 〔別紙のとおり〕 
  

別表第１ 
名 称 区 域 

東京都市計画両国南

地区地区整備計画区

域 

～東京都市計画押

上・業平橋駅周辺

地区地区整備計画

区域 

〔略〕 

〔新設〕 

 

別表第２ 
地区整備計画区域の名称 地区の名称 区 域 

東京都市計画亀沢地

区地区整備計画区域 

～東京都市計画押 

 上・業平橋駅周辺

地区地区整備計画

区域 

〔略〕 

〔新設〕 

 

別表第３ 〔別紙のとおり〕 
    

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


